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新たな障害福祉システムの導入

 国による自治体の情報システム標準化に向けて、神戸市では新たな障害福祉システムを
導入します。

 これにより障害福祉サービス受給者証等の様式変更など、事業所の皆様にも影響があり
ますので、ご対応のほどよろしくお願いします。
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（１）新様式の障害福祉サービス受給者証等は更新月到達者から順次導入されますので、
1年間ほどは新様式と旧様式が併存します。

（２）様式変更に伴い各種情報の記載場所が変更となっていますが、サービス提供や
請求の際に必要となる必要な情報は記載されています。

令和５年５月８日（月）

概要

変更日

注意点



新たな障害福祉システムの導入

（１）障害福祉サービス受給者証がA4二つ折りA5サイズからB4二つ折りB5サイズに。
（障害児サービス受給者証も同様）

（２）地域相談支援は受給者証が別に。

（３）地域生活支援事業に日中一時支援サービスの欄が追加に。

※請求事務の流れには変更がありません。
※障害福祉サービス受給者証等以外にも補装具費支給券等の多くの様式が変更されます。
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主な変更点



新たな障害福祉サービス受給者証（案） 神 戸 市 福 祉 局 障 害 者 支 援 課
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短期入所年間計画
のように、支給決
定期間中に異なる
支給量の月がある
場合はこの部分に
それらの月や支給
量が表示されます。

1 . サイズはB4二つ折りの
B5サイズになります。
（色は青色）

2 . 地域相談支援は別の受給
者証になります。
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サイズはB4二つ折りの
B5サイズになります。
（色は青色）



地域生活支援事業サービス利用者証（案）

色（赤）やA4二つ折りのA5
サイズなどは変更なしです。
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日中一時支援の欄が追
加されています。

（ P . 1～ 2略）
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（１）債権者登録制度の廃止

• 令和５年４月から市の財務会計システムを更新するため、「神戸市債権者登録制度」を
廃止します。

• 令和５年４月からの請求書には必ず口座情報を記載してください。

• 詳しくは下記のリンクを参照してください。

https://www.city.kobe.lg.jp/a56269/business/todokede/kaikeshitsu/ac0300001.html
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（注）国保連合会への請求事務に関しては今回の廃止に伴う変更はありません。

対象となるサービス・補助金等（主だったもの）

・地域生活支援事業（移動支援、訪問入浴等） ・重症心身障害者対象事業加算

・重度障害者受入グループホーム対象加算 ・グループホーム利用者家賃負担軽減事業

・新規採用支援職員住宅手当等補助事業 ・相談支援事業所人材確保支援費補助金

https://www.city.kobe.lg.jp/a56269/business/todokede/kaikeshitsu/ac0300001.html


（２）請求時の注意点等

 請求時に有効な受給者証を確認してから請求事務を行ってください。更新時は特に注意
してください。

 利用者負担や上限額管理の有無を確認していますか。利用者負担有りの場合は特に注意
をしてください。

 提供サービスの確認を十分にしてください。提供していないサービスの請求が繰り返さ
れる事業所が散見されます（キャンセル時や欠席時対応加算等）。

 特に移動支援は、明細総括表や実績記録表等の挙証資料も含めて確認してください。
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報酬の支払いが遅れたり、実地指導の結果多額の返還につながる場合が
ありますので、当初請求時に十分注意して請求事務を行ってください。
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ＧＨ入居者が移動支援を利用する際の注意点

日中サービス支援型グループホームとは

日中活動サービス等を利用することができず、日中を共同生活住居で過ごす利用者の支
援に当たっては、当該利用者の意向を踏まえた日中サービス支援型共同生活援助計画に
基づき、日常の介護はもとより、当該利用者が充実した地域生活を送ることができるよ
う、外出や余暇活動等の社会生活上の支援に努めなければならない。

日中サービス支援型グループホームの入居者は、移動支援を利用することができません。
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グループホームの種類 移動支援の利用可否

介護サービス包括型 〇

外部サービス利用型 〇

日中サービス支援型 ×


